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保険料（税）水準の統一について





沖縄県の市町村国保の現状
○ 令和６年度末現在の国保加入世帯者は23万世帯、被保険者数は36.3万人となっており、減少傾向にある。
※平成26年度末 国保加入世帯25万世帯（△2万世帯）、被保険者数47.1万人（△10.8万人）

○ 被保険者数3000人未満の保険者は17保険者（41.5%）、1000人未満の保険者は12保険者（29.3%）
○ 財政運営が不安定になるリスクが高いとされる小規模保険者の割合が全国と比較しても高い（全国３割程度）

○ 年齢構成や医療費水準が高い
○ 所得水準が低い、保険料負担が重い
○ 保険料等の収納率、一般会計繰入
○ 小規模保険者、市町村間の格差

国保の構造的な課題

○ 被保険者数の減少
○ 高齢化、被用者保険の適用拡大による低所
得化など加入者構成の変化

○ 小規模保険者の増加、市町村間の格差拡大

今後の課題

○ 沖縄県の人口は、実績値として2020年（令和2年）で約146.7
万人。

○ 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口では、2050年
には約139.1万人まで減少すると推計されている。

○ 総務省が公表した「人口推計（2024年10月1日現在）」によると、
本県の人口は146.6万人で、３年連続の減少となった。（対前年
度比△1,674人）

沖縄県の人口推計

構造的な課題に加え、沖縄県の人口減少は被保険者数の更なる減少につながり、国保財政運営の不安定リスクが
ますます高まる。



○ 「沖縄県国保運営方針」（第１期、第２期）において、「令和６年度からの統一を目指す」と明記。市町村長レベ
ルで目指すべき将来像としての保険料統一の理念(注)を共有する必要があったことから、平成30年度から令和２年度
まで３年間、市町村長に対し説明会を実施し、意見聴取を行った。しかし、令和２年度に行った意見聴取の結果は、
賛成25市町村、継続協議16市町村であり、理念の共有には至らなかった。

(注) 保険料（税）水準の統一に向けた理念（「運営方針（第2期）」第４章の「２保険料（税）水準の統一」より）
同じ所得水準・世帯構成であれば、県内どの市町村に住んでいても保険料が同じであることを理想とするもの

○ 令和３年度において、継続協議16市町村に対し、個別ヒアリングを実施。理念の共有前に結論を出すべき課題があ
ることから、事務担当者会議（前提条件協議）及び離島町村等意見調整会議を設置し、これまでに事務担当者会
議（前提条件協議）を４回、離島町村等意見調整会議を３回開催し、今後の取組（案）を取りまとめ、主管部
課長会議を経て、令和５年２月の理事者等会合で了承。

○ 新たな取組等を踏まえ、令和５年度に沖縄県国保運営方針（第３期）を策定。

沖縄県の保険料（税）水準の統一に係るこれまでの経緯
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医療費水準の格差
（医療費が低水準の市町村で保険料増）
財政赤字の解消
（赤字市町村における法定外繰入、繰上充
用 等）
標準的な賦課方式への移行
（資産割廃止）

意見・課題等 令和５年２月理事者等会合 了承事項
運営方針（第３期）策定時

令和６年度からの保険料水準の統一は見送る
令和６年度から新たな取組を実施する
① 医療費指数反映係数α＝0.5とする
② 納付金が増加する市町村に対しては、増加
額全額（100%）を補てんする

③ 医療費適正化インセンティブの交付金の創設
新たな取組を令和10年度頃まで行った後、医療費水準の
格差が縮小した場合は、統一に向けた取組を加速化する

〇 令和６年度納付金等の算定へα＝0.5を反映 〇 特別交付金・県２号繰入金分の交付
新たな取組の実施



国の動向等
○ 令和６年６月21日に閣議決定された骨太方針2024において、「国保制度について、都道府県内の保険料水準の統一を徹底する」と明
記されたことを踏まえ、国は、保険料水準の統一に向けた都道府県の取組を加速化するとした「保険料水準統一加速化プラン」について、保
険料水準の完全統一目標年度を追加するなどの改定がなされた。



厚生労働省（令和7年３月）
全国主管課長会議資料



厚生労働省（令和7年３月）
全国主管課長会議資料



財務省資料 財政制度分科会（令和7年11月11日開催）


